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企画提案仕様書 

 

１ 件名    

粗大ごみ受付業務委託（受付システム、キャッシュレス決済、タブレット収集システム構築） 

２ 契約期間 

契約確定日の翌日から令和９年２月２８日まで 

３ 委託目的 

本件契約の業務は、江東区民（以下「区民」という。) からの粗大ごみ収集に関する申込

み等を一括して効率よく正確に受け付けるため、粗大ごみ受付センターの受付に必要なシ

ステムの構築等を行うものである。受付業務の効率化と区民サービスの向上を図ることを目

的とする。 

４ 業務概要 

下記ア～ウの間で受付システム業務連携専用ネットワークによるシステム環境を構築する。 

ア．江東区清掃事務所 (江東区潮見１－２９－７) 

イ．江東区清掃事務所内 粗大ごみ業務センター (江東区潮見１－２９－７) 

ウ．粗大ごみ受付センター（受託者が設置） 

５ 業務内容 

 受託者は、システム構築期間中における作業工程を記載した「スケジュール及び体制

図」を契約締結後ただちに提出し、進捗状況について定期的に報告すること。なお、作業

工程には業務設計期間を設け、本区と協議の上、受付センター運営に関する具体的な業

務内容を決定すること。 

６ システム 

粗大ごみ受付・収集データを管理する「受付システム」、「インターネット受付システム」

及び「LINE 受付システム」の構築に必要なハード・ソフト・通信回線等は、本仕様書に特に



2 

 

記載があるものを除き、すべて受託者が用意し、そのメンテナンスや運用・管理も受託者が

行うこととし、その必要経費は契約金額に含まれるものとする。 

（１）システム 

ア．基本事項（各システム共通) 

① 各システムの構築については、受託者のもつパッケージソフトの改修等で本仕様及

び特記事項を満たす内容とし、本区の確認・承認を受けること。 

② インターネット受付サーバ(以下「受付サーバ」という。) は、冗長化し、外部からの不

正な攻撃から保護すること。また、データベースサーバは内部ネットワークに構築し、外

部から直接のアクセスが出来ない様にすること。内部ネットワークはセキュリティに十分

に配慮した設計とすること。 

③ 受付情報は、原則としてサーバで一元管理を行う仕様とすること。受付データベース

サーバは冗長化すること。 

④ サーバは、ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更新のほか、セキュリティのパッチ

適用ができるように構築すること。なお、最低月 1 回はサーバのセキュリティパッチの適

用の影響の有無について確認すること。また、緊急性が高いものについては、確認後

即時に適用し、報告すること。 

⑤ 受付システム操作端末（以下、「受付操作端末」という。) から、受付サーバで管理す

るデータベースへのアクセスについては、所定のアプリケーションを介してのみ可能と

なる方式とすること。 

⑥ システムを利用するユーザごとに、本区の指定する機能を利用する権限を付与するこ

ととし、付与された権限以外の機能がシステム上で制限可能であること。また、パスワー

ドは当該アクセス権者で年１回変更できるとともに、使用する I D については、本区が

必要と認めた場合において変更できること。また、ユーザごとの ID を区に報告するこ

と。 
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⑦ 実運用を想定した運用シナリオ(受付センター用、粗大ごみ業務センター用、収集作

業員用、区用)を作成し、運用シナリオに沿って本区がユーザーテストを行う環境を構

築すること。なお、運用シナリオは、受託者が作成したマニュアルを基に主な運用を想

定し、システムの機能、使用感をテストできる様に受託者が作成すること。ユーザーテ

スト中は、運用テストを実施する本区を受託者がサポートすること。 

イ．受付システム 

① 受付機能として、受付センターに設置した受付操作端末にて、粗大ごみの受付情報

(電話番号・住所・氏名・持出場所・ごみ品目・収集予定等)の入力、検索、修正、取消

を実施できること。また、清掃事務所・粗大ごみ業務センターの端末にも受付機能を有

すること。手数料減免世帯の対象となる区民からの申込みに対して、減免申請書及び

減免承認書の出力ができること。 

② 収集機能として、清掃事務所、粗大ごみ業務センター等に設置した端末で、受付機

能で受け付けた受付情報を作業連絡票(以下「連絡票」という。) として、印刷ができる

こと。その際、大量帳票出力に関する運用が考慮されていること。また、収集実績の登

録や地図情報の追加ができるとともに、収集実績に関しても統計情報の印刷ができる

こと。 

③ 管理機能として、受付機能や収集機能で登録された各種データ、及び各種データの

統計情報の取得・印刷が可能であること。また、各種マスターデータ(受付品目、地区

情報、収集車両、システム使用者情報など)及び地図情報のメンテナンス管理ができる

こと。 

④ 管理機能として、登録した粗大ごみ申込者の情報は全て CSV ファイル等により抽出

することができること。また、受付情報は全て削除することができること。ただし、これら

の作業は、本区、又は本区の要請に基づいてのみ行うものとする。 

ウ．インターネット受付システム 
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① インターネットを利用して、区民から粗大ごみの申込みができること。また、一度申し

込んだ粗大ごみの取消、変更及び申し込んだ内容の確認ができる機能を有すること。

また、申込情報が第三者に盗聴、改ざんされないようなセキュリティを確保すること。 

② インターネットによる申込みは、申し込まれた段階で自動的に収集日の取得、返信メ

ールの作成、送信を行う等、リアルタイム性を追求した機能を有すること。 

  また、収集日前日に「収集予定お知らせメール」を送信できる機能を有すること。 

③ インターネットシステムが利用できる端末は PC 端末のほか、携帯電話、携帯端末(ス

マートフォン・タブレット端末)とする。 

④ 個人情報を保護するために、アクセスログがとれること。 

⑤ 個人情報を保護するために、個人情報等を扱う画面では、SSL 等のセキュリティ対策

を施すこと。なお、各種セキュリティ対策に脆弱性が確認されることを想定し、定期的な

セキュリティパッチ運用を実施し、区へ報告すること。パッチ適用までの期間への対応

の為、常時最新の仮想パッチ適用の運用を実施すること。また、脆弱性が重大な脅威

に繋がることが JPCERT-CC 等により告知された場合は即座に対応すること。また、

SSL 証明書については随時有効なものに更新すること。 

エ．LINE 受付システム 

① LINE サービスを利用して、区民から粗大ごみの申込みができること。 

インターネット受付と同じく、一度申し込んだ粗大ごみの取消、変更及び申込みを 

した内容の確認が LINE サービス経由でできること。 

② LINE による申込みは、電話受付・インターネット受付と同じ収集日の管理、取得 

ができ、返信メールに相当するメッセージの作成、送信を行う等、リアルタイム性、一 

元管理性を追求した機能を有すること。受付データについては LINE 上では蓄積せ

ず、受付データベース上で管理すること。また、本区側で管理する LINE 受付用のサ

ーバは冗長化すること。 
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③ 本区の公式 LINE アカウントと連携できること。なお、公式アカウント側でのメニュー 

追加等の必要作業は本区で実施する。また、公式アカウントに友達登録をしていな 

い区民からの受付もできること。 

   ④ 個人情報保護への対策としては、ウ．インターネット受付システム④⑤と同等とするこ

と。 

オ．キャッシュレス決済代行システムとの連携 

① インターネット受付システム、LINE 受付システムにおける粗大ごみ処理手数料の納

付について、本区が別途契約する収納代行会社が運用するキャッシュレス決済代行

システムとの連携ができる機能を備えること。また、連携を行う収納代行会社につい

ては、契約前に区と協議を行い、区と契約締結できる会社であることを確認すること。 

② 申込者がキャッシュレス決済を希望した場合には、決済完了を確認後、受付番号等

を発行すること。 

③ 排出時に貼る受付票を PDF で出力すること。受付票には必ず受付番号及び収集日

を印字し、その他の項目については、契約後に本区と協議し決定する。また、受付票

等の貼付方法について、申込者に適切に案内すること。 

④ 返金については、全部未収及び一部未収に対応できるようにすること。 

⑤ キャッシュレス決済代行システムのキャンセル処理については受託者が対応するこ

と。 

⑥ 決済手段については、クレジットカードおよび PayPay の２種類は必ず対応できるよう

にすること。なお、上記２種類以外の決済手段については、区と協議の上、決定す

る。 

⑦ 受付センターでキャッシュレス決済問い合わせ窓口を設置すること。 

カ．タブレット収集システム 

① 収集時に使用するタブレットを準備すること。台数については収集１１台、業務センタ
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ー１台、区２台の合計１４台以上とする。 

② タブレットには以下の仕様を搭載すること。 

・粗大ごみに関する収集データ及び地図データを導入すること。 

・収集、未収の入力処理ができること。 

・未収時の処理をした際は、申込者にメールを送付すること。その際には未収の理由 

を記載すること。 

・カメラ機能があること。 

③ タブレットの使用に関して発生する通信料及び必要となる消耗品は、受託者が準備

すること。（落下時の故障防止のためのタブレットカバー、車両で充電するためのシ

ガーチャージャー、PD ケーブル、バッテリー交換等） 

④ 通常の使用用途で生じたタブレットの破損・故障については、受託者にて対応するこ

と。 

７ 支払い方法 

検査合格後、受託者の請求に基づき一括で支払う。  

８ 特記事項 

（１） 本契約の履行にあたり、受託者の故意または過失により本区及び第三者に損害をお

よぼした場合、受託者の責任においてその賠償をなすものとする。 

（２） 受託者は本業務履行中に知り得た事項や個人情報を区に許可なく公表し、または、

利用してはならない。契約完了後も同様とする。なお、個人情報の取り扱いについては、

別添 「個人情報の取扱いに関する特記条項」 のとおりとする。 

（３） 仕様書の内容を確認、達成するために必要な会議の出席を、本区が受託者に対して

求めた時は必ず出席するとともに、業務遂行上疑義が生じた場合は、本区との協議に応

じ、誠意を持ってその解決に努めること。 

（4） 受託者は、この契約に基づく業務を遂行するため、本区が提供した資料等を、本区の
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許諾なくして複写、複製しないこと。 

（5） 本区は、受託者に対して、受付業務の品質状況、業務内容、業務報告書等について、

予告なく立ち入り検査を実施することができ、受託者はこれを拒んではならない。江東区

が同伴してきた者に対しても同様に受け入れること。また、江東区より施設等の見学要請

があった場合には、日程等を調整のうえ適切に対応すること。 

（6） AI チャットボットサービスについては、区で「江東ごみなび（AI ごみ分別検索サービス）」

を運用しており、重複するため不要とする。ただし、「江東ごみなび（AI ごみ分別検索サ

ービス）」と情報連携を図る必要がある場合は、区と協議の上、対応すること。 

（7） 本仕様書に規定していない事項や、受付センターの運営上、内容の変更等が必要と

なった場合は、本区と協議の上、決定するものとする。 

９ 担当 

江東区清掃事務所作業係 北原、大栁 

電話０３－３６４４－６２１６  江東区潮見１－２９－７ 


